
国立大学法人信州大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事 　 法人の長に同じ

監事 　法人の長に同じ

  理事（非常勤）に同じ

　　 役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額については、
　国立大学法人信州大学役員報酬規程（以下「役員報酬規程」という。）に則り、基本給に
　地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当を加算して支給して
　いる。期末特別手当についても同規程に則り、基本給、地域手当及び広域異動手当の
　合計額に、当該額に100分の20を乗じて得た額及び基本給に100分の25を乗じて得た額
　を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の170、12月に支給す
　る場合においては100分の165を乗じて得た額としている。
 　 なお、令和２年度は、令和２年人事院勧告を基調として民間の支給割合との均衡を図る
　ため期末手当支給割合の引下げ（0.05月分の引下げ）を実施した。

理事
（非常勤）

　当法人では、役員の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて
決定している。役員の職務内容の特性は法人化前と同等以上であると言え、これまでの各年度におけ
る文部科学省国立大学法人評価委員会が当法人に対し実施した業績評価の結果を勘案したものとし
ている。役員の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬33,315千円と比較した
場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,374千円と比べてもそれ以下となっている。役
員の職務内容の特性を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

　　非常勤役員報酬支給基準は、非常勤役員手当から構成されている。非常勤役員手当額
　については、役員報酬規程に則り支給している。

監事
（非常勤）

　当法人が定める役員に支給する期末特別手当（賞与）については、文部科学省国立大学法人評価
委員会が当法人に対し実施した業績評価の結果等を勘案し、経営協議会の議に基づき10％の範囲
内でこれを増減できるものとしている。なお、令和2年度は当該手当への反映はしていない。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②令和２年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和２年度における改定内容
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２　役員の報酬等の支給状況
令和2年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,929 12,420 5,135
322
51

（地域手当）
（寒冷地手当） ※

千円 千円 千円 千円

14,560 9,816 4,058
379
255
51

（通勤手当）
（地域手当）
（寒冷地手当） ※

千円 千円 千円 千円

14,339 9,816 4,058
120
255
89

（通勤手当）
（地域手当）
（寒冷地手当） ※

千円 千円 千円 千円

14,399 9,816 4,058
180
255
89

（単身赴任手当）

（地域手当）
（寒冷地手当） ※

千円 千円 千円 千円

14,305 9,816 4,058
24

255
51

（通勤手当）
（地域手当）
（寒冷地手当）

4月1日
※

千円 千円 千円 千円

12,284 8,472 3,503
220
89

（地域手当）
（寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

2,100
（　　　　） ※

千円 千円 千円 千円

5,399 3,530 1,778 92 （地域手当） 8月31日
※

千円 千円 千円 千円

6,239 4,942 1,035
45

128
89

（通勤手当）
（地域手当）
（寒冷地手当）

9月1日
※

千円 千円 千円 千円

875
（　　　　）

8月31日

千円 千円 千円 千円

1,785
（　　　　）

9月1日

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　 　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

C監事
（非常勤）

D監事
（非常勤）

B監事

A監事

C理事

その他（内容）

E理事

役名
就任・退任の状況

F理事
（非常勤）

法人の長

A理事

B理事

D理事

前職
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

　法人の長

　理事

　 理事に同じ

　監事

　 監事に同じ

【文部科学大臣の検証結果】

　　当法人では、第３期中期目標期間において、山々に囲まれた自然環境及び信州の
 歴史・文化・伝統を大切にし、人に優しい社会を目指し、さらに総合大学として世界に
 通じる教育・研究を行い、自ら創造できる人材を育成するとともに、地域・社会の発展
 に貢献することを目標としている。そうした中で、常勤職員数約2,000名の法人の代表
 として、その業務を総理するとともに、校務を司り、職員を統督して、経営責任者と教学
 責任者の職務を同時に担っている。学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である
 民間企業の役員報酬33,315千円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の
 年間給与額23,374千円と比べてもそれ以下となっている。当法人では、学長の報酬月
 額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、
 学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言え、これま
 での各年度における業績評価の結果を勘案したものとしている。こうした職務内容の特
 性を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

    理事は、学長を補佐し、担当業務を総理するとともに、所属職員を統督している。理事
 の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬33,315千円と比較した
 場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,374千円と比べてもそれ以下と
 なっている。国立大学法人信州大学では、理事の報酬月額を法人化移行前の国家公務
 員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、理事の職務内容の特性は法人
 化移行前の副学長と同等以上であると言え、これまでの各年度における業績評価の結果
 を勘案したものとしている。こうした職務内容の特性を踏まえると、報酬水準は妥当である
 と考えられる。

　理事
（非常勤）

　　監事は、常勤職員数約2,000名の本学の監事として、法人業務の監査を執り行って
　いる。監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬33,315千
　円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,374千円と比べ
　てもそれ以下となっている。国立大学法人信州大学では、監事の報酬月額を法人化移
　行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、監事の職務
　内容の特性を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

　監事
（非常勤）

　 職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、
 民間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。
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４　役員の退職手当の支給状況（令和２年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

3,914 4 5 8月31日 1.0
※

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

法人の長

理事A

監事A
（非常勤）

法人での在職期間

理事A
（非常勤）

監事A
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５　退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

該当者なし

該当者なし理事A
（非常勤）

該当者なし

　
　　当法人が定める役員に支給する期末特別手当（賞与）については、文部科学省国立大学法人
　評価委員会が当法人に対し実施した業績評価の結果等を勘案し、経営協議会の議に基づき
　10％の範囲内でこれを増減できるものとしている。なお、令和2年度は当該手当への反映はして
　いない。

監事A
（非常勤）

判断理由

該当者なし

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

理事A

法人の長

　当該監事は、法人の業務運営状況、業務執行状況及び会計処理状況の実態を把握し、関係法令等に基づく適正な執行状況等に
ついて監査し、法人の業務の適正かつ効率的な運営を確保することに大きく貢献した。
　当該監事の業績評価率については、これら監査業務に対する貢献度と国立大学法人評価委員会が行う法人業績評価の結果等を
総合的に勘案した上で、経営協議会の議を経て、1.0と決定した。

監事A

　在職期間における法人及び個人の業績などを考慮すると、役員の退職手当の水準は妥当
 であると考える。

5



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

給与種目

賞与：勤勉手当
（査定分）

基本給：昇給
（査定分）

基本給：昇格

基本給：降格

　③　 給与制度の内容及び令和２年度における主な改定内容

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

勤務成績が著しく不良である場合等当法人就業規則に定める降職させるに充分な要件を
満たした者について、同人の職務の級を、同一の基本給表における下位の職務の級に変
更することができる。

　　なお、年俸制が適用される大学教員に対しては、学長等による個別評価面談を実施し業績給
　を決定することとしている。

　　当法人は労使交渉によって自主的・自律的に労働条件を決定することを基本としつつ、職員
  の給与水準の検討の際には、国家公務員の給与を参考としている。さらに、教育・研究活動の
  活性化と質的向上及び大学運営に係る人材の有効活用に資するため、教職員給与の適正化
 を推進し、全学的視点から人件費（人員）管理を行っている。
　　なお、令和２年度における国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額は408,868円
　となっている。

　　当法人が独自に定める勤務評定制度による個別評価に基づき、当該評価の結果を勤勉手当
　（賞与）の支給率決定、査定昇給による昇給幅の決定、昇格並びに降格の実施の可否に反映さ
　せている。

制度の内容

６月１日及び１２月１日の各基準日に在職する職員に対し、基準日以前６箇月以内の期間
における個々の勤務成績に応じた割合によって支給される。

原則として現在の基本給を受けた日から１２箇月間良好な成績で勤務した時、４号給上位
の号給に昇給させることができる。勤務成績が極めて良好な職員及び特に良好な職員に
ついては、前述にかかわらず各々の昇給区分に応じ上位の号給に昇給させることができ
る。

特に勤務成績が優秀な者のうち、当法人就業規則に定める昇進をした者及び当法人が独
自に定める基準に該当する者について、同人の職務の級を、同一の基本給表における上
位の職務の級に変更することができる。

　国立大学法人信州大学職員給与規程に則り，基本給及び諸手当（職務調整額、管理職手当、
医師免許調整手当、扶養親族手当、地域手当、広域異動手当、異動等特別手当、住宅手当、通
勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、義務教育等教員特別手
当、教職調整額、有資格職務手当、特別職務手当、特別支援学校教員特別手当、特殊勤務手
当、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当、宿日直勤務手当、手術部看護業務手当、
期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、RS手当、特別勤続手当、外部資金獲得手当、競争的研究費
業績手当）を支給している。
　期末手当については、期末手当基礎額（基本給月額+職務調整額+教職調整額+扶養親族手当
+地域手当（算出の基礎から管理職手当を除く）+異動等特別手当（算出の基礎から管理職手当を
除く）+広域異動手当（算出の基礎から管理職手当を除く））に6月に支給する場合においては100
分の130、12月に支給する場合においては100分の125を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期
間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　勤勉手当については、勤勉手当基礎額（基本給月額+職務調整額+教職調整額+地域手当+異
動等特別手当+広域異動手当）に勤勉手当取扱要領に定める基準に従って定める割合を乗じて
得た額としている。
　なお、令和２年度は、令和２年人事院勧告を基調として民間の支給割合との均衡を図るため期末
手当支給割合の引下げ（0.05月分の引下げ）を実施した。
　また，競争的研究費業績手当（研究に係る競争的研究費の直接経費から人件費の支出を受け
た職員に対して支給する制度），特殊勤務手当における感染症業務従事手当（医学部又は医学
部附属病院の職員が新型インフルエンザ等に罹患した患者の診療，看護等に係る業務に従事し
た場合に支給する制度）を新設した。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,937 42.2 6,327 4,633 42 1,694
人 歳 千円 千円 千円 千円

444 41.8 5,502 4,058 62 1,444
人 歳 千円 千円 千円 千円

650 50.1 8,500 6,150 43 2,350
人 歳 千円 千円 千円 千円

626 35.2 4,844 3,597 28 1,247
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

16 37.3 6,347 4,662 15 1,685
人 歳 千円 千円 千円 千円

59 39.3 6,580 4,775 26 1,805
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 50.1 7,009 5,178 17 1,831
人 歳 千円 千円 千円 千円

122 37.5 5,024 3,725 39 1,299
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 48.3 5,319 3,920 130 1,399
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 53.3 5,588 4,104 37 1,484
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 58.0 14,230 10,335 45 3,895

人 歳 千円 千円 千円 千円

117 42.4 3,206 2,540 60 666
人 歳 千円 千円 千円 千円

27 55.1 2,766 2,538 118 228
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 63.4 2,279 2,279 56 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

67 32.7 3,460 2,563 37 897
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 45.0 3,603 2,625 65 978
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 53.9 3,459 2,635 62 824
注1：本法人には「在外職員」「任期付職員」「再任用職員」の各区分に該当する職員はいないため、表を省略した。
注2：常勤職員において、医療職種（病院医師）については該当する職員がいないため、記載を省略した。
注3：非常勤職員において、教育職種（大学教員）、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）及び研究職

　については該当する職員がいないため、記載を省略した。
注2：「技能・労務職員」とは、教務助手等を指す。
注3：「教育職種（附属高校教員）」とは、附属特別支援学校教員を指す。
注4：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。
注5：「その他」とは、コーディネーター等を指す。
注6：常勤職員の「技能・労務職種」については、該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報が特定される恐れ
　　　のあることから、区分以外は記載せず、常勤職員の全体の数値からも除外している。
　　　

区分 人員 平均年齢
令和２年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

教育職種
（附属高校教員）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

教育職種
（外国人教師等）

医療職種
（病院医療技術職員）

その他医療職種
(医療技術職員)

その他医療職種
（看護師）

指定職種

非常勤職員

事務・技術

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

研究支援推進員

その他
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[年俸制適用者]

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

140 44.5 7,758 6,253 32 1,505
人 歳 千円 千円 千円 千円

111 46.1 8,600 6,702 40 1,898
人 歳 千円 千円 千円 千円

29 38.2 4,534 4,534 0 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

137 46.4 5,705 5,705 2 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 42.2 4,313 4,313 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

23 43.3 4,374 4,374 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 57.8 7,031 7,031 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

72 42.8 6,318 6,318 4 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 46.4 2,837 2,837 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 64.1 4,555 4,555 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 45.5 2,213 2,213 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

注1：本法人には年俸制を適用する「在外職員」「任期付職員」「再任用職員」の各区分に該当する職員はいないため、
　表を省略した。

注2：年俸制を適用する常勤職員において、事務・技術、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）及び医療
　職種（病院医療技術職員）については該当する職員がいないため、記載を省略した。

注3：年俸制を適用する非常勤職員において、事務・技術、技能・労務職種、教育職種（大学教員）、医療職種（病院
　医師）及び医療職種（病院看護師）については該当する職員がいないため、記載を省略した。

注4：「技能・労務職種」とは、教務助手等を指す。
注5：「教育職種（附属高校教員）」とは、附属特別支援学校の有期雇用教員（特任教諭等）を指す。
注6：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園の有期雇用教員（特任教諭等）を含む。
注7：「特任教員」とは、特別の教育、学生指導、国際交流、入学試験（アドミッション）、研究、産学官地域連携、

　知的財産、学術情報、大学運営等又は特別の診療若しくは研修医の指導等に携わる教育職員を指す。
注8：「特定有期雇用教員」とは、学長が認定するプロジェクト等を行う教育職員を指す。
注9：「特定有期雇用職員」とは、学長が認定するプロジェクト等を行う職員を指す。
注10：「その他」とは、コーディネーター等を指す。
注11：非常勤職員の「教育職種（附属高校教員）」「医療職種（病院医療技術職員）」「特定有期雇用職員」「特別招
　 　へい教授」については、該当者が2人以下のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　区分以外は記載せず、非常勤職員全体の数値からも除外している。

特別招へい教授

区分 人員 平均年齢
令和２年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

教育職種
（大学教員）

助教（診療）

非常勤職員

教育職種
（附属高校教員）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

その他

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

研究職

特任教員

特定有期雇用教員

特定有期雇用職員

研究支援推進員
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。
注：②年齢20～30歳の該当者は1人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
　　年間給与については表示していない。
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注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

③

（事務・技術職員）

平均
代表職位 人 歳 千円

部長 8 58.3 9,114 10,520 ～7,919
課長 27 53.9 7,736 9,957 ～6,603
課長補佐 43 51.9 6,595 7,168 ～5,797
係長 152 45.3 5,912 7,381 ～4,852
主任 79 37.9 4,869 6,306 ～4,033
係員 135 33.7 4,197 5,811 ～2,749

（教育職員（大学教員））

平均
代表職位 人 歳 千円

教授 250 55.4 9,803 12,617 ～7,337
准教授 235 48.3 8,173 9,647 ～6,004
講師 49 46.8 7,516 8,438 ～6,016
助教 114 43.5 6,549 7,675 ～5,182
助手 2

注：助手の該当者は2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
平均年齢及び年間給与額は表示していない。

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

分布状況を示すグループ 人員
年間給与額

（最高～最低）
千円

分布状況を示すグループ 人員

平均年齢

平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円
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（医療職員（病院看護師））

平均
代表職位 人 歳 千円

看護部長 1
副看護部長 4 55.5 7,058
看護師長 30 51.4 6,653 7,590 ～5,840
副看護師長 72 44.3 5,797 6,858 ～4,671
看護師 519 32.9 4,548 6,538 ～3,548

注1：看護部長の該当者は2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
平均年齢及び年間給与額は表示していない。

注2：副看護部長の該当者は4人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、年間給
与額（最高～最低）は表示していない。

④

（事務・技術職員）
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

56.3 55.5 55.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.7 44.5 44.1

％ ％ ％

         最高～最低 53.7～39.9 54.5～40.9 52.7～40.4

％ ％ ％

58.4 57.4 57.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.6 42.6 42.1

％ ％ ％

         最高～最低 44.1～38.0 45.1～38.9 44.6～38.5

（教育職員（大学教員））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

57.8 57.0 57.4
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.2 43.0 42.6

％ ％ ％

         最高～最低 53.6～39.7 54.7～40.8 54.1～40.3

％ ％ ％

58.6 57.7 58.2
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.4 42.3 41.8

％ ％ ％

         最高～最低 44.1～38.1 45.1～39.0 44.6～38.5

（医療職員（病院看護師））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

53.8 50.8 52.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.2 49.2 47.7

％ ％ ％

         最高～最低 50.6～40.7 54.8～41.7 52.7～41.2

％ ％ ％

58.5 57.5 58.0
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.5 42.5 42.0

％ ％ ％

         最高～最低 44.1～37.8 45.1～38.8 44.6～38.3

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和２年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／
医療職員（病院看護師））

一律支給分（期末相当）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

千円

区分

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）

２人 ５人

２人 ５人
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３　給与水準の妥当性の検証等
事務・技術職員

医療職員（病院看護師）

・年齢・地域勘案　　　　　　　　91.6

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　83.4

項目

対国家公務員
指数の状況

・年齢・地域・学歴勘案　　　 　91.5

（参考）対他法人　　　　　　　　95.6

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
　【国からの財政支出について】
　　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　28.1％
　（国からの財政支出額　15,203百万円、支出予算の総額　54,147
  百万円：令和２年度予算）
　【検証結果】
　　本学における国からの財政支出額は100億円を上回っているが、
   対国家公務員指数は100未満であり、累積欠損もないことから、
   適正な給与水準であると考えられる。

（文部科学大臣の検証結果）
　法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業
員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
　当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給
与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、
適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に
努めていただきたい。

内容
・年齢勘案　　　　　　　　　　　  83.6

講ずる措置
　対国家公務員指数ならびに参考指数はいずれも100以下であり、文部科
学大臣からの検証結果も適正であるということから、今後も適正な給与水準
の維持に努める。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　95.4

・年齢・地域勘案　　　　　　　　97.9

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　92.7

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
　【国からの財政支出について】
　　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　28.1％
　（国からの財政支出額　15,203百万円、支出予算の総額　54,147
  百万円：令和２年度予算）
　【検証結果】
　　本学における国からの財政支出額は100億円を上回っているが、
   対国家公務員指数は100未満であり、累積欠損もないことから、
   適正な給与水準であると考えられる。

（文部科学大臣の検証結果）
　法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業
員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
　当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給
与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、
適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に
努めていただきたい。

・年齢・地域・学歴勘案　　　　 97.5

（参考）対他法人　　　　　　　　96.9
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○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　90.6

（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和２年度の

　　　教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指標である。

４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　　なお、年俸制が適用される大学教員に対しては、学長等による個別評価面談を実施し業績
　給を決定することとしている。

【事務・技術職員】
○　22歳（大卒初任給）
　月額　182,200円　年間給与　2,725,225円
○　35歳（主任）
　月額　280,713円　年間給与　4,699,225円
○　50歳（副課長）
　月額　377,157円　年間給与　6,374,894円

【教育職員（大学教員）】
○　27歳（博士修了初任給）
　月額　291,400円　年間給与　4,354,975円
○　35歳（助教）
　月額　330,064円　年間給与　5,512,208円
○　50歳（教授）
　月額　487,247円　年間給与　8,358,369円

※扶養親族がいる場合には、扶養親族手当（配偶者6,500円（教授の場合は3,500
円）、子１人につき10,000円）を支給

　　当法人が独自に定める勤務評定制度による個別評価に基づき、当該評価の結果を勤勉手当
　（賞与）の支給率決定、査定昇給による昇給幅の決定、昇格並びに降格の実施の可否に反映さ
　せている。

給与種目 制度の内容

賞与：勤勉手当
（査定分）

特に勤務成績が優秀な者のうち、当法人就業規則に定める昇進をした者及び当法
人が独自に定める基準に該当する者について、同人の職務の級を、同一の基本給
表における上位の職務の級に変更することができる。

基本給：降格
勤務成績が著しく不良である場合等当法人就業規則に定める降職させるに充分な
要件を満たした者について、同人の職務の級を、同一の基本給表における下位の
職務の級に変更することができる。

原則として現在の基本給を受けた日から１２箇月間良好な成績で勤務した時、４号
給上位の号給に昇給させることができる。勤務成績が極めて良好な職員及び特に
良好な職員については、前述にかかわらず各々の昇給区分に応じ上位の号給に
昇給させることができる。

基本給：昇格

６月１日及び１２月１日の各基準日に在職する職員に対し、基準日以前６箇月以内
の期間における個々の勤務成績に応じた割合によって支給される。

基本給：昇給
（査定分）

講ずる措置
　対国家公務員指数ならびに参考指数はいずれも100以下であり、文部科
学大臣からの検証結果も適正であるということから、今後も適正な給与水準
の維持に努める。
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Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注3：総額、各内訳について千円未満切捨てのため、総額と各内訳の合計は必ずしも一致しない。

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特になし

25,267,040

3,059,393

25,185,679

7,603,624

3,018,523 3,141,799 3,209,866

25,474,105 25,811,531

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

○「給与，報酬等支給総額（A）」の増減の主な要因（対前年度比0.3％の減）
　・教職員数が減少したため
○「退職手当支給額（B）」の増減の主な要因（対前年度比0.8％の増）
　･役員退職者がいたため
　・定年退職者が前年度に比べ増加したため
○「非常勤役職員等給与（C）」の増減の主な要因（対前年度比2.8％の増）
　・非常勤給与支給人数の増加及び支給単価増額のため
○「福利厚生費（D）」の増減の主な要因（対前年度比0.4％の増）
　・「非常勤役職員等給与（C）」が増加したため
　・共済組合負担金や厚生年金保険料等の事業主負担率が増加したため
○その他
　・「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、
　役職員に係る退職手当の支給率について、以下のとおり引下げを実施している。
　　＊役員退職手当　平成30年1月1日から、100分の87から100分の83.7に引下げ
　　＊職員退職手当　平成30年4月1日から、100分の87から100分の83.7に引下げ
　職員退職手当支給率の引下げを平成30年4月1日から実施としたことは、教職員及び教職員
組合の理解を得るために時間をかける必要があったこと、年度途中の引下げは、中途退職を
希望する教職員が生ずる懸念や当法人業務等に支障が生ずる可能性があったこと及び激変
緩和の観点によるものである。

1,120,837

福利厚生費

最広義人件費

3,223,376

退職手当支給額
1,238,015 1,139,918 1,117,116 1,111,984

非常勤役職員等給与

14,057,939

　　び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「（18）役員及び教職員の給与の明細」

　　明細」における非常勤の額と一致しない。

14,139,576 14,099,492

6,794,286 6,995,166 7,075,613 7,390,187

26,005,777

注2：「非常勤役職員等給与」においては、受託研究費、各種補助金、寄附金等により雇用される職員に係る費用及

区　　分

給与、報酬等支給総額
14,134,854 14,072,562
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